
 

拝啓、平素は格別のご高配を賜りまことにありがとうございます。 

さて、先般、厚生労働省老健局より「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業

所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて（第 20 報）」（令和 3 年 4 月 5 日、以下、臨時

的取り扱い第 20 報）が発出され、新型コロナウイルスワクチン接種に伴う訪問介護、通所

系サービスにおける取り扱いが示されました。要介護者などの新型コロナウイルスワクチ

ン接種をできるだけ早急に安全に行うために以下の点を要望いたします。新型コロナウイ

ルスワクチン接種予約開始までに回答をお示しいただくように要望いたします。 

敬具 

 

【要望１】（医療機関以外であるワクチン接種会場での訪問介護による介助の提供について） 

医療機関以外であるワクチン接種会場への移動及び接種会場内でのすべての見守り・介

助を訪問介護で行う場合、身体介護として認めてください。 

臨時的取り扱い第 20 報においては、新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の

接種会場で行う場合に、要介護者が接種会場まで移動する手段として訪問介護を利用する

ことが可能とされていますが、接種会場内で見守りや声掛け等の介助を要する場合、また、

処置後の経過観察時間含む待機時間が生じた場合に、その所要時間に応じた介護報酬（身体

介護）を算定することが可能でしょうか？保険者としての見解をお示しの上、広く介護サー

ビス事業所等に周知してください。その場合、居宅サービス計画書（ケアプラン）第２表へ

の記載内容についての具体的に示してください。 

 

【要望２】（医療機関であるワクチン接種会場での訪問介護による介助の提供について） 

医療機関内でワクチン接種する場合、訪問介護によるいわゆる「院内介助」を院内スタッ

フで対応できない場合は、身体介護として認めてください。 



訪問介護を利用して、医療機関であるワクチン接種会場まで要介護者を介助して移動さ

せたのち、医療機関内で見守りや声掛け等の介助を提供した場合に医療機関内で要した提

供時間についてはどのように介護報酬を算定すればよいでしょうか？なお、「『通院等のた

めの乗車又は降車の介助が中心である場合』及び『身体介護が中心である場合」の適用関係

について」（平成 15 年 5 月 8 日老老発第 0508001 号、老振発第 0508001 号）及び「訪問介

護における院内介助の取り扱いについて」（平成 22 年 4 月 28 日厚生労働省老健局振興課事

務連絡）においては、医療機関内における要介護者への介助については「基本的に院内のス

タッフの対応により対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」と示されて

いますが、例えば、医療機関であるワクチン接種会場における介助の必要性と院内のスタッ

フによる対応の有無を介護支援専門員が事前に電話等で医療機関に確認し居宅サービス計

画等に記載すること等をもって、医療機関内で提供した介助の所要時間に応じて介護報酬

（身体介護）を算定することは可能でしょうか？また、処置後の経過観察時間含む待機時間

が生じた場合はどのように取り扱えばよいでしょうか？保険者としての見解をお示しの上、

広く介護サービス事業所等に周知してください 

 

【要望３】（通所系サービス事業所がワクチン接種会場で介助を提供した場合について） 

 通所サービス事業所が送迎の途中で医療機関以外であるワクチン接種会場へ移動しワク

チン接種に伴う介助を行う場合は、通所介護の介護報酬のサービス提供時間として認めて

ください。 

 臨時的取り扱い第 20 報においては、通所系サービス事業者が、その保有する車両を利用

して、サービス提供前後の送迎中に、新型コロナウイルスワクチン接種会場を経由して利用

者の送迎を行う場合に送迎減算を適用せずに介護報酬を算定することとして差し支えない

とされていますが、この際に通所系サービス事業所の従事者が、接種会場内で見守りや声掛

け等の介助を提供する場合、また、処置後の経過観察時間含む待機時間が生じた場合には、

その所要時間に応じて通所系サービス事業所のサービス提供時間として介護報酬を算定す

ることが可能でしょうか？また、ワクチン接種会場が医療機関である場合と医療機関以外

である場合とで取り扱いの違いはあるでしょうか？保険者としての見解をお示しの上、広

く介護サービス事業所等に周知してください 

 

【要望４】（複数の要介護者に対して、ワクチン接種に関わる介助を同時に提供した場合に

ついて） 

 訪問介護又は通所系サービスを利用して複数の居宅要介護者を同時にワクチン接種会場

へと移動させる介助を提供した場合の介護報酬の算定の取り扱いはどのようになりますで

しょうか？また、ワクチン接種会場が医療機関である場合と医療機関以外である場合とで

取り扱いの違いはあるでしょうか？保険者としての見解をお示しの上、広く介護サービス

事業所等に周知してください 



 

【要望５】（通所系サービスや訪問介護、家族による支援等を組み合わせてワクチン接種に

関わる介助を提供した場合について） 

 以下のように通所系サービスや訪問介護の利用をそれぞれ組み合わせてワクチン接種会

場への移動の介助や会場内での介助を提供したが、要介護者の居宅を経由せずに訪問介護

又は通所系サービスの送迎を提供した場合の取り扱いはどのようになりますでしょうか？

また、ワクチン接種会場が医療機関である場合と医療機関以外である場合とで取り扱いの

違いはあるでしょうか？保険者としての見解をお示しの上、広く介護サービス事業所等に

周知してください 

① 通所系サービスの帰りにその保有する車両によって要介護者をワクチン接種会場ま

で移動させ、ワクチン接種後は訪問介護を利用して要介護者の居宅までの移動の介

助を行った場合に、通所系サービス事業所には送迎減算が適用されるのでしょう

か？また、訪問介護ではその所要時間に応じた介護報酬（身体介護）の算定が可能で

しょうか？ 

② 訪問介護を利用して要介護者をワクチン接種会場まで移動させ、ワクチン接種後に、

会場から要介護者の居宅を経由することなく通所系サービス事業所の車両によって

通所系サービス事業所まで送迎を行った場合に、通所系サービス事業所には送迎減

算が適用されるのでしょうか？また、訪問介護ではその所要時間に応じた介護報酬

（身体介護）の算定が可能でしょうか？ 

③ 通所系サービスや訪問介護を利用してワクチン接種会場への移動や会場内での要介

護者に対する介助を提供したが、その前後に、例えばワクチン接種会場内にて要介護

者の家族等と要介護者の介助を引き継ぐ等した結果、通所系サービス事業所や訪問

介護事業者が要介護者の居宅を経由しなかった場合のそれぞれの介護報酬の取り扱

いはどのようになりますでしょうか？ 

 

以上 


